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総務省より、電波を有効活用するために、使用期限が決められました。

その無線機
使用できなくなります

お使いの無線機が当てはまるかは、お手元の「無線局免許状」で分かります。
電波の型式欄にＦ３Ｅとあれば対象です。

対象です
無線機の買い替えが必要です！

対象です
アナログの電波が出ないように
する措置が必要です！

対象ではありません。
そのままご使用いただけます。

★免許状がなくても、対象無線機かお調べいたします。

★入れ替え等、お客様に合ったプランをご提案いたします。

田中電気株式会社 0120-150-712

なぜ使えなくなるの？？

確認方法は？？

〈アナログ機〉 デュアル機（ 〉 〈デジタル機〉

ぜひ一度、
お問合せください。

（ＤＭ-146ＧＭ）「ＤＭを見た！」とお伝えください！

ご案内
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担当：営業統括事業部 高橋理恵子

☎

（総務省ＨＰ）http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/dcr/index.htm

アナログ簡易無線機 をご利用中のお客様
400ＭＨｚ帯・350ＭＨｚ帯

(※)

(※)

アナログ
デジタル共有機）〈

「Ｆ３Ｅ」の記載がない「Ｆ３Ｅ」のみ記載 「Ｆ３Ｅ」とそれ以外も記載



私たちは幅広い業務範囲が特徴で、各種業務用無線や放送設備のサポート、
交通分野におけるインフラ整備のほか、

映像・音響・セキュリティシステムに関する設備の設計施工、
官庁や企業向け電気設備の設計施工なども提供しています。
無人航空機事業・通信販売事業・携帯電話ショップも展開し、

電波の無限の可能性に挑戦しています。

会社名 担当者名

電話番号

メールアドレス

お問合せ内容

田中電気株式会社ＴＥＬ：0120-150-712 電波のことなら
おまかせください

ＦＡＸ番号：03-3253-1360

電波・通信のことなら、
なんでもおまかせください

電波・通信に関することは、私たちにおまかせください。


